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議案第83号 

令和５年度北上市一般会計予算 

令和５年度北上市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１，８００，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法第2 1 2条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、 

「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第2 1 4条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第2 3 0条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入） 

第５条 地方自治法第2 3 5条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

４，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第2 2 0条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 

  令和５年３月２日提出 

  北上市長 髙 橋 敏 彦 
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千円 

千円 

千円 

56,274

22,508

 ２ 総務費
 １ 総務管理
　　費

旧中央学校給食センター解体事
業

78,782

令和５年度

令和６年度

第　２　表　　継　続　費　

款 項 事　　　業　　　名 総　　額 年　　　度 年　割　額

千円

 ３ 民生費
 ２ 児童福祉
　　費

令和５年度 123,888

黒沢尻東学童保育所施設整備事
業

489,694

令和６年度 365,806

 10 教育費  ２ 小学校費

令和５年度 149,598

飯豊小学校特別教室棟改築事業 348,367

令和６年度 198,769
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夏油高原国有林野使
用料

令和５年度から
15,386 千円

令和７年度まで

北上市ものづくり企
業カーボンニュート
ラル補助金

令和５年度から
1,300 千円

令和６年度まで

令和15年度まで

中小企業県制度融資
利子補給金

第　３　表　　債　務　負　担　行　為

事　項 限　度　額

農業近代化資金利子
補給金

合併処理浄化槽排水
設備改造資金利子補
給金

北上市合併処理浄化槽排水設備改造資
金融資あっせん及び利子補給金交付要
綱に基づき、融資機関（民間金融機関
等）が合併処理浄化槽に接続する排水
設備を設置又は改造しようとする者に
貸し付ける資金に対し、融資機関と協
議して定めた利率で計算した利子相当
額

農業近代化資金融通法第２条第２項各
号に掲げる融資機関が、市内農業者等
に貸し付ける農業近代化資金200,000千
円に対し、北上市農業近代化資金利子
補給規則に定める年利0.5％以内で計算
した利子相当額

期　間

令和５年度から

令和20年度まで

令和５年度から

令和９年度まで

高齢者公共交通利用
促進事業

令和５年度から

令和６年度まで
13,500 千円

北上市中小企業融資要綱に基づき、融
資機関（銀行、信用金庫）が中小企業
者に貸し付けた資金に対し、年利1.5％
以内で計算した利子相当額

令和５年度から

北上市中小企業融資要綱に基づき、融
資機関（銀行、信用金庫）が中小企業
者に貸し付けた資金に係る信用保証に
対し、岩手県信用保証協会が定める保
証料の２分の１相当額

岩手県小口事業資金貸付要綱、いわて
起業家育成資金貸付要綱、岩手県商工
観光振興資金貸付要綱、岩手県新型コ
ロナウイルス感染症対策資金貸付要綱
に基づき、融資機関（銀行、信用金
庫）が中小企業者に貸し付けた資金に
対し、北上市中小企業県制度融資利子
補給要綱に定める年利1.5％以内で計算
した利子相当額

令和５年度から

令和14年度まで

令和５年度から

令和15年度まで

中小企業融資利子補
給金

中小企業融資保証料
補給金

民間賃貸住宅借上料
令和５年度から

48,000 千円
令和15年度まで
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事　項 期　間 限　度　額

農業水路等長寿命
化・防災減災事業工
事費負担金

令和５年度から
1,042 千円

令和６年度まで
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起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

千円

 交流センター整備事業 16,900 普通貸借又 　２．０％以内（ただし、 　政府資金については、そ

は証券発行 利率見直し方式で借り入れ の融資条件により借り入れ

 用途廃止施設解体事業 156,000 る政府資金及び地方公共団 る。　　　　　　　　　　

体金融機構資金について、 　銀行、その他の場合は、

 保育所整備事業 18,300 利率の見直しを行った後に その融資先と協定する。た

おいては、当該見直し後の だし、市財政の都合により

 学童保育所整備事業 72,900 利率）　　　　　　　　　 据置期間及び償還期限を短

縮し、若しくは繰上償還又

 岩手中部水道企業団出資 119,100 は低利に借換えすることが

できる。　　　　　　　　

 最終処分場整備事業 62,600

 労働施設整備事業 16,700

 県営農業基盤整備事業 48,800

 農業施設整備事業 13,200

 農林施設解体事業 48,700

 牧野整備事業 26,200

 観光施設整備事業 3,900

 商工施設整備事業 12,400

 観光施設解体事業 4,100

 道路整備事業 573,800

 公園整備事業 64,800

 市営住宅整備事業 118,600

 街路整備事業 45,000

 消防施設整備事業 114,100

 小学校整備事業 287,000

 中学校整備事業 172,000

　　　　　　

 社会教育施設整備事業 59,800

 体育施設整備事業 46,300

 幼稚園整備事業 4,300

 学校給食施設整備事業 21,500

計  2,127,000

第　４　表　　地　方　債　
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予 算 に 関 す る 説 明 書 

（一 般 会 計） 
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